
新庁舎建設基本計画市民検討委員会 

委嘱状交付式及び第１回会議 
 
日 時：平成２９年１１月２９日（水） １４：００～１６：００ 
場 所：大村市役所第８会議室（第３別館２階） 
 
 
 

次     第 
 
１ 委嘱状交付式 

(1) 開会 

(2) 委嘱状交付 

(3) 市長あいさつ 

(4) 閉会 

 

２ 第１回会議 

 (1) 開会 

(2) 自己紹介 

 (3) 議事 

  ア  委員長の選任について 

イ 副委員長の選任について 

  ウ  市庁舎の現状と課題、建替えの必要性について 

  エ その他 

 (4) 閉会 

 



「新庁舎建設基本計画市民検討委員会」　委員名簿

平成29年11月

番号 氏 名 備 考

1 太田　明直 公募

2 島中　英安 大村市老人クラブ連合会　会長

3 田川　美智代 大村市連合婦人会　会長

4 中村　人久 大村商工会議所　会頭

5 西畑　直 公益社団法人　大村青年会議所 専務理事

6 濱﨑　朋美 大村市ＰＴＡ連合会　母親部長

7 林田　佐重喜 公募

8 松尾　光敏 大村市身体障害者団体連合会　会長

9 松尾　祥秀 大村市町内会長会連合会　会長

10 宮原　和明 長崎総合科学大学名誉教授

11 山下　浩司
社会福祉法人　大村市社会福祉協議会
事務局次長

※委員名は五十音順
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大村市新庁舎建設基本計画市民検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大村市新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に関し市民

の意見を広く聴取するため、大村市新庁舎建設基本計画市民検討委員会（以下「検

討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告するものと

する。 

(1) 新庁舎の規模、構造、機能等に関する事項

(2) その他基本計画の策定に関し市長が必要と認める事項

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民

(2) 学識経験者

(3) 関係団体の代表者又はその推薦を受けた者

(4) その他市長が必要と認める者

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成３０年５月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、

委員の委嘱の日以後、最初に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員長がその議長となる。 
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３ 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 検討委員会の庶務は、財政部用地管財課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が検討委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年１１月２７日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、平成３０年５月３１日限り、その効力を失う。 
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資料 ３ 

設置目的と推進体制について

１ 目的

  本委員会は、現地周辺に新庁舎を建設するに当たり、その基本的な考え方、整備方

針、機能等を検討し、新庁舎の建設に係る基本計画を策定することを目的とする。

２ 推進体制

  新庁舎の建設に係る推進体制は、次のとおり

新庁舎建設基本計画

市民検討委員会

（委員１２人以内）

（計画案協議・検討・報告）

庁内推進体制

市庁舎建設検討委員会

■委員長 副市長

■委員 部長級１２人

（計画案策定）

専門部会

■窓口専門部会

■情報・事務管理専門部会

■建設・環境部会

市民

アンケート

事務局

財政部用地管財課

新庁舎整備室
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３ 事業スケジュール（予定）

※発注手法については、今後、基本計画の中で検討する。

４ 開催スケジュール（予定）

全５回程度実施予定 

日程 議題 

第１回（平成 29年 11月 29日） 
現庁舎の現状と課題、建替えの必要性につ

いて 

第２回（平成２９年１２月下旬） 庁舎建設基本計画（方針・機能等）について 

第３回（平成３０年１月中旬） 庁舎建設基本計画（方針・機能等）について 

第４回（平成３０年２月中旬） 庁舎建設基本計画（方針・機能等）について 

第５回（平成３０年３月中旬） 意見報告書まとめ 

②デザインビルド（実施設計と工事を合わせて実施）
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

①基本設計と実施設計を合わせて実施
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

基本計画
(11か月)

H29.7～H30.5

基本設計・実施設計
(1年1か月)

H30.6～H31.6

工事
(1年9か月)

H31.7～H33.3

基本計画
(11か月)

H29.7～H30.5

基本設計
(10か月)

H30.6～H31.3

実施設計・工事
(2年)

H31.4～H33.3
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資料 ４ 

市庁舎の現状と課題、建替えの必要性について 

１ 現庁舎の現状 

 本庁舎の本館は、昭和３９年に建設され、既に建築後５２年が経過しており、建物

等の老朽化が進んでいます。また、行政需要の増加により、昭和４９年に別館を、昭

和６３年に第２別館を、更に平成５年に第３別館を増築し現在に至っていますが、そ

の結果として庁舎内部が複雑化し分かりにくくなっており、市民にとって利用しにく

い状況となっています。 

  さらに、昭和４６年建設の上下水道局、昭和５８年建設の中心市街地複合ビル、昭

和６０年建設の大村市こどもセンター等を使用し、庁舎が分散している状況です。 

  また、本館と別館について平成９年度実施した耐震診断では、耐震強度が不足して

おり、耐震補強が必要と診断されています。 

２ 現庁舎の課題 

(1) 老朽化・耐震性能の不足による安全性の低下

ア 本館は、建築から５０年以上が経過し、他の庁舎についても、一般的に大規模

な改修が必要とされる３０年を超え、防水機能の劣化による雨漏り、内壁のモル

タル剥離など建物の内外装や設備等の老朽化が進んでいます。

 

【本庁舎】 

庁舎名称 建築年 
経過

年数 

耐用

年数 
階数等 

延床面積

（㎡） 
構造 

市役所本館 昭和 39年 52年 50 年 
地上 5階 

/地下 1階 
5,797 鉄筋コンクリート 

市役所別館 昭和 49年 42年 50 年 地上 4階 3,406 鉄筋コンクリート 

市役所第 2別館 昭和 63年 28年 38 年 地上 2階 871 軽量鉄骨 

市役所第 3別館 平成 5年 23年 38 年 地上 2階 1,524 鉄骨 

附属施設 機械室、自家発電機室等 416 

合計 12,014 

各庁舎の建築年・構造等（平成 28年度末現在） 
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【分庁舎】 

庁舎名称 建築年 
経過

年数 

耐用

年数 
階数等 

延床面積

（㎡） 
構造 

中心市街地複合ビ

ル(長寿介護課、

障がい福祉課) 

昭和 58年 33年 50 年 2 階部分 1,192 鉄筋コンクリート 

こどもセンター 昭和 60年 31年 50 年 地上 2階 3,222 鉄筋コンクリート 

上下水道局 昭和 46年 45年 50 年 地上 2階 641 鉄筋コンクリート 

地域交流館 

(下水道工務課) 
昭和 41年 50年 50 年 2 階部分 539 

鉄筋コンクリート 

総合福祉センター

(男女共同参画セ

ンター)

昭和 47年 44年 50 年 3 階部分 800 

鉄筋コンクリート 

旧高齢者・障害者

センター（新図書

館整備室） 

昭和 56年 36年 50 年 地上 2階 945 

鉄筋コンクリート 

合計 7,339 

※延床面積には、執務室以外の共有スペース等も含まれています。

庇先端のモルタル剥離（上下水道局）雨漏り（上下水道局） 

内壁のモルタル剥離（別館） 雨漏り（本館） 
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イ 昭和５６年の建築基準法の改正により耐震設計に関する基準が大幅に見直され

たこともあり、それ以前に建設されている庁舎は、現在の基準において耐震性能

が低くなっています。 

平成９年度に本館と別館の耐震診断を行った結果、耐震性能が不足しており、

建物の安全性が確保されていない状況となっています。 

鉄筋コンクリート造の診断結果の目安として、市役所本館のように Is値※１が

0.3から 0.6のものは、震度６強から阪神淡路大震災なみの震度７の大地震の震

動及び衝撃に対して、倒壊又は崩壊する危険性があるとされ、耐震補強が必要と

判定されます。市役所別館のように Is値が 0.3未満のものは、震度６強から震

度７の大地震の震動及び衝撃に対して、倒壊又は崩壊する危険性が高いとされ、

早急な耐震補強等が必要と判定されます。 

庁舎名称 建築年 Iｓ値 判定 

市役所本館 昭和 39年 0.38～0.58 倒壊又は崩壊する危険性がある 

市役所別館 昭和 49年 0.27～2.24 倒壊又は崩壊する危険性が高い 

※１ Is 値：建物の耐震性能を表す指標で、建物の強度と粘り強さ、形状やバランス、経年劣化とい

った耐震性能にかかわる要素を総合的に判断するものです。

  Is 値が大きければ大きいほど耐震性が高いと判断されます。 

市庁舎など災害時の防災拠点となる施設については、Is 値０.６の１.５倍の強度、Is値 

０.９以上が求められています。 

Is 値の目安（震度６から７の地震に対して） 

Is 値０.３未満 倒壊または崩壊する危険性が高い 

Is 値０.３以上０.６未満 倒壊または崩壊する危険性がある 

Is 値０.６以上 倒壊または崩壊する危険性は低い 

市役所本館と別館の耐震診断結果 
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(2) バリアフリー対応の不足

庁舎は、不特定多数の人々が利用する公共の建物であり、様々な人が利用しや

すいように整備される必要があります。しかし、現庁舎では高齢者や障がい者な

どに配慮したバリアフリー化が構造的に対応できない部分があり、市民にとって

の安全性と利便性への配慮が不十分であり、根本的な解決策が必要となっていま

す。

 

(3) 庁舎の狭あい化による市民サービス機能の低下

市民ニーズが多様化するにつれて、行政の役割が高まっています。しかし、保管

文書の増加等により事務スペースが狭く、会議室等の打合せスペースも不足する状

況にあり、事務効率の低下を招いています。 

また、本庁舎では玄関ロビー、廊下など共用スペースに余裕がなく、待合椅子等

の配置が制限されています。さらに、市民が人には知られたくない内容を相談する

スペースが十分に確保できておらず、窓口カウンターのプライバシー保護への配慮

も十分な対応ができていません。 

 本庁舎においては、増築を重ねた結果、庁舎内部が複雑になっており、部署の配

置がわかりにくく、市民にとっての利便性と市民サービス機能が低下しています。 

加えて、事務室、会議室、書庫等が不足しているため、備品や書類などが共有ス

ペースなどに溢れて置かれています。災害時の避難通路としても機能する部分では、

地震時に高く積まれた備品などが倒れて通路を塞いでしまうといった危険性もあり、

市民や職員の安全性が十分に確保されているとはいえない状況となっています。 

本館と別館の通路の階段（本館） エレベーターが設置できないため

リフトで階段を移動（第３別館）
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(4) 高度情報化への対応の限界

現庁舎は、昭和３０年代後半や昭和４０年代後半に建築された庁舎で、ＯＡフロ

アになっていません。そのため、天井からの配線や、床への配線の固定化により、

ＯＡ機器等の増設や配置の変更等が難しくなっています。 

 待合スペース（本館） 窓口カウンター（本館） 

共有スペースに置かれた備品（別館） 

天井からの配線（別館） 

廊下に置かれた備品（別館） 

床への配線（本館） 
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 (5) 庁舎の分散化による市民サービス等の低下                                   

現在、本庁舎の施設規模では、全ての市政の機能を集約することが困難なため、

中心市街地複合ビル、こどもセンター、上下水道局等にその機能を分散して行政運

営を行っています。そのため、来庁者の用件によっては複数の庁舎へ行かなければ

ならないこともあり、庁舎が分散していることにより市民の利便性が損なわれてい

ます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本庁舎、分庁舎の配置 
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３ 新庁舎の必要性 

 

  現在の庁舎が抱える課題への対応策として、耐震補強を伴う大規模改修工事の実施

と本庁舎の建替えによる方法が考えられます。 

  現庁舎は耐用年数が過ぎている建物もあり、この庁舎を耐震化、長寿命化するには、

多額の費用が必要となります。さらに、耐震化や長寿命化を行ったとしても、庁舎の

狭あい化、分散化、バリアフリー化等現庁舎が抱える課題を解決することは困難です。 

  このようなことから、庁舎の老朽化による安全性への不安、耐震性能の不足や狭あ

い化、市政機能の分散化等現庁舎が抱える課題を解消し、十分な行政サービスの提供

と市民のニーズや時代の要請に応えるためには、機能性、安全性等に優れた新庁舎の

建設が必要となります。 

早期に防災機能を確保し、市民サービス機能の向上を目指す新たな庁舎を、現庁舎

周辺の敷地を活用して、建替・整備する計画としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎建設予定地（現庁舎、ボート第 5駐車場、補助グラウンドを活用） 
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